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えるぼし認定企業として 

株式会社トスコ 

を認定しました！ 
 

 

岡山労働局（局長 内田敏之）は、女性活躍推進法に基づく基準適合一般事
業主として、株式会社トスコ を新たにえるぼし認定しました。 

「えるぼし認定」とは、女性の活躍状況が優良な企業を厚生労働大臣が認定
する制度です。この度の認定により、岡山県内のえるぼし認定企業は令和 2 年
10 月 31 日現在で 9 社となりました（全国 1,090 社 令和 2 年 6 月 30 日時
点）。 

当局では、以下のとおりえるぼし認定通知書交付式を行います。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付資料】 

別添１ えるぼし認定企業の取組概要 

別添２ えるぼし認定制度の概要について 

別添３ えるぼし認定企業一覧 

 

 

 

 

【えるぼし認定通知書交付式】 

日  時   令和 2年 11 月 20 日（金） 10 時 00 分～ 

会  場   株式会社トスコ内 

       （岡山市南区西市１１６－１３） 

 

認定企業   株式会社トスコ 

 

※当日の取材を希望される場合は、事前に雇用環境・均等室宛ご連絡ください。 



 
 

 

えるぼし認定マーク 

認定段階３ 

株式会社トスコ 認定年月日 令和 2 年 10 月 30 日 
 業種：情報通信業 

所在地：岡山市 

 労働者数：男性 358 人 女性 137 人 

 

◆以下の 5 つの認定基準を全て満たし、「えるぼし」（3 段階目）認定しました。 

 

 

基準１ 正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均値が 4 割を超える 

場合は 4 割）以上であること 

正社員に占める女性労働者の割合  26.4％ （産業平均値 23.3％） 

 

基準２ 「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分 

ごとにそれぞれ 8 割以上であること 

      正社員  女性（0.38）／男性（0.43）＝0.88 

 

基準３ 労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の 

    事業年度の各月ごとに全て 45 時間未満であること 

      45 時間を超える月はなし 

      

基準４ 管理職に占める女性労働者の割合が産業平均値を上回ること 

      管理職に占める女性労働者の割合  8.6% （産業平均値 8.0%） 

 

基準５ 多様なキャリアコースに関する状況 

     通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ  有 

     おおむね 30 歳以上の女性の正社員の中途採用実績  有 

 

〇認定取得のきっかけ 

当社は近年、女性社員の増加に伴い、出産後育児をしながら働く女性も多くなってまいりまし

た。そのような女性がより安心して働き続けられる環境を作るために、また働きやすい環境であ

り続けるために認定を取得することにしました。 

 

〇女性活躍推進のための工夫 

当社はもともと女性社員の育児休業取得率は 100％であり、復職後も時短勤務制度を利用して

働き続ける女性が多い会社です。 

昨年度は小学校卒業まで時短勤務を利用できるようにしました。子育て世代が育児と仕事を両

立して働く姿を若い社員に見せることにより、育児休業、時短勤務制度を利用して働き続けられ

る風土を作っています。 

 

〇えるぼし認定マークの活用について 

会社案内や名刺に載せ、採用活動で応募者に対し、女性も働きやすい会社であることをアピー

ルしたいと考えています。 

えるぼし認定マークをきっかけに、取引先各社と意見交換をしながら女性が活躍できる社会に

近づけられるよう貢献したいと考えています。 

認定基準の達成状況 

別添１ 



お問い合わせ先 岡山労働局 雇用環境・均等室
TEL ０８６－２２５－２０１７

女性活躍推進法に基づく認定制度

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に
関する状況が優良である事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けるこ
とができます。

▶▶ 認定の段階

プラチナえるぼし ・策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目
標を達成したこと。
・男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。（※）
・プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準の全てを満たしている
こと（※）
・女性活躍推進法に基づく情報公表項目（社内制度の概要を除く。）のうち、
８項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。（※）

（※）実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要

えるぼし
（３段階目）

・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準の全てを満たし、その実績を
「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

えるぼし
（２段階目）

・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満
たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

・満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から
当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推
進企業データベース」に公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善し
ていること。

えるぼし
（１段階目）

・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満
たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
・満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から
当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推
進企業データベース」に公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善し
ていること。

●えるぼし認定：一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取
組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。

●プラチナえるぼし認定：えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性
の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。
（2020年6月創設）

・認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」又は「プラチナえるぼし」
を商品や広告などに付すことができ、女性活躍推進企業であることをPRすることができます。
認定を受けた事業主であることをPRすることにより、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等に
つながることが期待できます。
・認定を受けた事業主は、公共調達の加点を受けられます。
・また、プラチナえるぼし認定を受けた事業主は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます。

▶▶ 認定の取得のメリット

別添２



令和2年10月31日現在

都道府県 企業名 ふりがな 段階 所在地 認定年月
常時雇用
する

労働者数

1 岡山 株式会社キャン きゃん ★★ 岡山市 平成28年4月 2,198

2 岡山 株式会社ストライプインターナショナル すとらいぷいんたーなしょなる ★★★ 岡山市 平成28年4月 4,741

3 岡山 株式会社ラーンズ らーんず ★★★ 岡山市 平成29年8月 95

4 岡山 株式会社天満屋 てんまや ★★ 岡山市 平成30年3月 610

5 岡山 株式会社両備システムズ りょうびしすてむず ★★ 岡山市 平成30年7月 711

6 岡山 株式会社はるやまホールディングス はるやまほーるでぃんぐす ★★ 岡山市 平成30年8月 2,930

7 岡山 生活協同組合　おかやまコープ せいかつきょうどうくみあい
おかやまこーぷ

★★ 岡山市 平成30年10月 1,928

8 岡山 社会福祉法人　天神会 てんじんかい ★★★ 笠岡市 令和2年7月 353

9 岡山 株式会社トスコ トスコ ★★★ 岡山市 令和2年10月 495

女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定企業一覧（岡山労働局管内）

別添３


